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1 住宅に関する届出（都市再生特別措置法第 88条） 
1.1 届出制度の目的 

住宅の開発・建築等に関する届出は、市が居住誘導区域※１外における一定規模の住宅開発等の

動向を把握するための制度です。 

※1 居住誘導区域：本市では 2 種類の居住誘導区域を定めています。 

◆一般型居住誘導区域  ・・・概ね公共交通徒歩圏域内となる、住宅中心の市街地が形成さ

れた住居系市街地で、引き続き一定の人口密度の維持を図る

区域 

◆住工共生型居住誘導区域・・・工業系市街地のうち、住民と事業者のお互いの理解と尊重の

もと住宅と事業所が共生する市街地の形成を図る区域 

＊ただし、「一般型居住誘導区域」および「住工共生型居住誘導区域」は、「土砂災害特別警戒区

域」、「土砂災害警戒区域」、「生産緑地地区（生産緑地法第 14 条による行為の制限が解除され

たものを除く）」、「特別緑地保全地区」、「保安林」を除きます。 

 

1.2 届出対象となる行為及び届出内容 

※2 各様式は市ホームページからダウンロードできます。 

 開発行為 建築等行為 

対 象 区 域 
豊中市立地適正化計画に定める居住誘導区域（「一般型居住誘導区域」 

及び「住工共生型居住誘導区域」）以外の区域 

対 象 行 為 

 3戸以上の住宅の建築を目的とす

る開発行為 

 1 戸又は 2 戸の住宅の建築を目

的とする開発行為で、その規模が

1,000 ㎡以上のもの 

 3 戸以上の住宅を新築しようと

する場合 

 建築物を改築し、又は建築物の

用途を変更して 3 戸以上の住宅

とする場合 

届 出 書 様 式 ※２ 様式-１（7 ページ参照） 様式-２（8 ページ参照） 

添 付 図 書 等  
（詳細については 
16 ページ参照） 

① 当該行為を行う土地の区域並び

に当該区域内及び当該区域の周

辺の公共施設を表示する図面 

（縮尺1,000 分の１以上） 

② 設計図 

（縮尺100 分の１以上 ） 

③ その他参考となる事項を記載し

た図書 

④ 委任状（代理の方が届出書を提

出する場合） 

① 敷地内における住宅等の位置

を表示する図面 

（縮尺100 分の１以上）  

② 住宅等の2面以上の立面図及

び各階平面図 

（縮尺50 分の１以上） 

③ その他参考となる事項を記載

した図書 

④ 委任状（代理の方が届出書を

提出する場合） 

届 出 内 容 を  
変更する場合  

届出書様式-３（9ページ参照）に上記の添付図書等①～④を添付し 

届出を行ってください。 

届 出 時 期 行為（変更の場合は変更に係る行為）に着手する日の30日前 

提 出 部 数 1部 
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1.3 居住誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※居住誘導区域は、「土砂災害特別警戒区域」、「土砂災害警戒区域」、「生産緑地地区（生産緑地法第 14 条に
よる行為の制限が解除されたものを除く）」、「特別緑地保全地区」、「保安林」を除きます。

凡例 

居住誘導区域 

 
一般型居住誘導区域 
 
 
住工共生型居住誘導区域 
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2 誘導施設に関する届出（都市再生特別措置法第 108条、第 108条の 2） 
2.1 届出制度の目的 

誘導施設の開発・建築等に係る届出は、市が都市機能誘導区域※１外における誘導施設※２の整

備の動向を把握するための制度です。また、区域内における休廃止に係る届出は、市が各都市機

能誘導区域内の機能維持を図る機会を確保するための制度です。 

※1 都市機能誘導区域：概ね駅の徒歩圏域を範囲とする７つの区域 

※2 誘導施設        ：各都市機能誘導区域の特性を踏まえ、広範囲を対象とする施設、各拠

点の魅力形成や利便性の維持・向上に必要な施設 

 

2.2 届出対象となる行為及び届出内容 

 開発行為 建築等行為 休止・廃止 

対 象 と な る  
誘 導 施 設 ４・5 ページ参照 

対 象 区 域 

対 象 行 為 

 誘導施設を有する建
築物の建築を目的と
する開発行為 

 誘導施設を有する建
築物を新築しようと
する場合  

 建築物を改築し、誘導
施設を有する建築物
とする場合  

 建築物の用途を変更
し、誘導施設を有する
建築物とする場合  

 誘導施設を休止又
は廃止する場合 

届出書様式※３ 
様式-４ 
（10 ページ参照） 

様式-５ 
（11 ページ参照） 

様式-７ 
（13 ページ参照） 

添 付 図 書 等  
（詳細については 
17 ページ参照） 

① 当該行為を行う土
地の区域並びに当
該区域内及び当該
区域の周辺の公共
施設を表示する図
面（縮尺1,000分
の１以上） 

② 設計図（縮尺100
分の１以上） 

③ その他参考となる
事項を記載した図
書 

④ 委任状（代理の方
が届出書を提出す
る場合） 

① 敷地内における建築
物の位置を表示する
図面 

（縮尺100分の１以
上） 

② 建築物の２面以上の
立面図及び各階平面
図 

（縮尺50 分の１以
上） 

③ その他参考となる事
項を記載した図書 

④ 委任状（代理の方が
届出書を提出する場
合 

不要 
（代理の方が届出書
を提出する場合は
委任状を提出） 

届 出 内 容 を  
変更する場合  

届出書様式-６（12ページ参照）に上記の添付
書類①～④を添付し届出を行ってください。 

 

届 出 時 期 行為（変更の場合は変更に係る行為）に着手する日の30日前 

提 出 部 数 1部 

※３ 各様式は市ホームページからダウンロードできます。
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2.3 都市機能誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

千里中央駅周辺区域 

柴原阪大前駅・少路駅周辺区域 

豊中駅・岡町駅周辺区域 

蛍池駅・大阪空港駅 
周辺区域 

緑地公園駅周辺区域 

曽根駅・服部天神駅 
周辺区域 

庄内駅周辺区域 凡例 
 

都市機能誘導区域 
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2.4 届出の対象となる誘導施設と都市機能誘導区域 

届出が必要となる誘導施設と都市機能誘導区域の関係は下表の通りです。 

都市機能誘導区域外で開発・建築等行為を行おうとする場合、または、都市機能誘導区域内であっても、

開発・建築等行為を行おうとする施設が当該区域の誘導施設として設定されていない場合は、届出が必要で

す。また、各都市機能誘導区域内で設定されている誘導施設を休止・廃止する場合は、届出が必要です。区

域ごとに、誘導施設の届出対象行為が異なりますのでご注意ください。 

誘導施設 誘導施設の定義 
都市機能誘導区域 都市機 

能誘導 
区域外 

千里 
中央 

蛍池・ 
大阪空港 

豊中・ 
岡町 

曽根・ 
服部天神 庄内 柴原阪大 

前・少路 
緑地 
公園 

集会機能付 

ホ テ ル 

旅館業法第 2 条第 2 項に定める「旅館・ホテル
営業」を営む施設のうち、集会機能を有する施
設（会議場、催場等）を備えるもの 
※集会機能：不特定多数の人が集会・娯楽・催
し物等のために使用する施設で１室の床面積が
400 ㎡以上のもの 

◇ ◇ ◇ ● ● ● ● ● 

大型商業施設 

床面積 10,000 ㎡以上の店舗（飲食店含む）ま
たは床面積 10,000 ㎡以上の複合商業施設（店
舗（飲食店含む）の用に供する部分の床面積
5,000 ㎡以上を有するものに限る）。 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● ● ● 

百 貨 店 

床面積 10,000 ㎡以上の店舗（飲食店含む）ま
たは床面積 10,000 ㎡以上の複合商業施設（店
舗（飲食店含む）の用に供する部分の床面積
5,000 ㎡以上を有するものに限る）。 

◇ ● ● ● ● ● ● ● 

保健センター 
地域保健法第 18 条第 2 項に定める「市町村保
健センター」 ◇ ● ◇ ● ◇ ● ● ● 

交 流 施 設 

社会教育法第 21 条に基づき市が設置する「公
民館（分館は除く）」、豊中市コラボセンター
条例第２条に定める「コラボセンター」の施設
（市民などが地域活動や社会貢献活動を行うた
めの機能を有する施設）で、市が設置するもの 

◇ ◇ ● ◇ ◇ ● ● ● 

病 院 医療法第 1 条の 5 第 1 項に定める病院 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ● 

介 護 予 防 

セ ン タ ー 

市有財産を活用した事業者による介護予防の推
進に関する条例第２条第５号に規定する事業者
が同号の事業を実施する施設 

◇ ● ● ◇ ◇ ◇ ● ● 

子 育 て 支 援 

セ ン タ ー 
豊中市立子育て支援センター条例第３条に掲げ
る事業を実施する施設 ● ● ◇ ● ◇ ● ● ● 

母子父子福祉 

セ ン タ ー 
母子及び父子並びに寡婦福祉法第３８条に規定
する母子・父子福祉施設 ● ● ◇ ● ● ● ● ● 

福祉活動支援 

セ ン タ ー 
社会福祉法第 109 条第 1 項に規定する団体が
同項に掲げる事業を実施する施設 ● ● ◇ ● ● ● ● ● 

生 活 情 報 

セ ン タ ー 
豊中市立生活情報センター条例第３条に掲げる
事業を実施する施設 ● ● ◇ ● ● ● ● ● 

野 球 場 
豊中市体育施設条例第 2 条に規定する体育施設
のうち、1000 席以上のスタンドを有する野球
場 

● ● ● ◇ ● ● ● ● 

市民ホール 
市民ホール条例第 2 条に規定する市民ホールの
うち、1000 席以上の客席を有するホールを有
するもの 

● ● ● ◇ ● ● ● ● 

障 害 福 祉 

セ ン タ ー 
豊中市立障害福祉センター条例第３条に掲げる
事業を実施する施設 ● ● ● ◇ ● ● ● ● 

大 学 学校教育法第 1 条に規定する大学 ● ● ● ● ◇ ◇ ● ● 

学 校 等 支 援 

拠 点 施 設 

教育相談などの児童・生徒支援機能や放課後・
休日の学習支援を実施する学力向上支援機能を
有する施設で、市が設置するもの 

● ● ● ● ◇ ● ● ● 

図 書 館 

図書館法第 2 条第 1 項に定める図書館のうち、
豊中市立図書館みらいプランの施設階層が「中
央館」又は「地域館」に該当する市が設置する
公立図書館 

◇ ● ◇ ◇ ◇ ● ● ● 

就労支援施設 
職業安定法第 29 条に規定する無料職業紹介事
業、就労支援事業や生活困窮者自立支援事業を
実施する施設で、市が設置するもの 

● ● ● ● ◇ ● ● ● 

児童発達支援

センター 
豊中市立児童発達支援センター条例第４条に掲
げる事業を実施する施設 ● ● ● ◇ ● ● ● ● 

●：開発・建築等行為をする際に届出が必要、◇：休止・廃止する際に届出が必要 
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3 届出手続 
3.1 届出の流れ 

開発許可申請・建築確認申請の手続きの前に、豊中市立地適正化計画に示す各誘導区域の確認

を行い、必要に応じて届出手続きを行ってください。 

 

(1) 開発・建築等行為の場合 

※なお、開発行為を行ったうえで建築等行為を行う場合は、開発行為着手前に開発行為に

係る届出を、建築等行為着手前に建築等に係る届出をそれぞれ行う必要があります。 

 

 

 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

※届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する 30 日前までに届出が必要です。 

 

 

(2) 誘導施設の休止・廃止の場合 

 

 

 
 
 
 
 
 

                   
 
 

 

 

 

 

 

 

3.2 届出先・問合せ 

豊中市 都市計画推進部 都市計画課（第二庁舎 4 階）TEL：06-6858-2090 

誘導区域内の場合 誘導区域外の場合 

行為着手の 

３０日前 

までに届出 

豊中市立地適正化計画に基づく誘導区域の確認 

※計画建築物の用途に応じて、住宅の場合は居住誘導区域（一般型居住

誘導区域・住工共生型居住誘導区域）、誘導施設の場合は当該誘導施設が

設定されている都市機能誘導区域を確認してください。 

 

開発・建築等の計画 

 

都市再生特別措置法第 88条・ 

108条に基づく届出書等の提出 

開発許可申請・建築確認申請等の手続き 

開発・建築等行為の着手 

都市機能誘導区域内の場合 

立地適正化計画に基づく都市機能誘導区域の確認 

当該誘導施設が設定されている都市機能誘導区域を確認してください。 

休止・廃止の計画 

 

都市再生特別措置法第 108条の 2

に基づく届出書等の提出 

休止・廃止 

都市機能 

誘導区域外 

の場合 

行為着手の 

３０日前 

までに届出 
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3.3 届出書様式の記入例 

 

（様式-１） 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け

出ます。 

 

 

2019 年 １ 月 ４ 日 

 

 

（宛先）豊中市長 

 

 

届出者  住 所 豊中市南桜塚○丁目○番○号     

              

氏 名 豊中 太郎             

 

開

発

行

為

の

概

要

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

（土地の所在、地番） 
豊中市島江町○丁目○番○号 

２ 開発区域の面積 ○○平方メートル 

３ 住宅等の用途 一戸建ての住宅 

 

４ 工事の着手予定年月日 ２０１９ 年  ２  月  ８  日 

５ 工事の完了予定年月日 ２０１９ 年  ３  月  ８  日 

６ その他必要な事項 

住宅戸数：       ３    戸 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する

こと。 

 

  

・届出者が個人の場合は、 

住所・氏名を記入してください。 

・届出者が法人の場合は、 

法人の所在地・名称・代表者氏名

を記入してください。 

行為に着手する３０日前の

日を記入してください。 

開発区域の所在地（地番）

を記入してください。 

様式-１記入例 

建築基準法に基づく用途

を記入してください。 
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（様式-２） 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、 

若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

 

都市再生特別措置法第 88条第１項の規定に基づき、 

住宅等の新築 

建築物を改築して住宅等とする行為      について、下記により届け出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

 

 

 

 

2019 年 １ 月 ４ 日 

 

（宛先）豊中市長 

 

届出者  住 所 豊中市南桜塚○丁目○番○号    

               

氏 名 豊中 太郎             

 

１ 住宅等を新築しようとする土地又

は改築若しくは用途の変更をしよ

うとする建築物の存する土地の所

在、地番、地目及び面積 

土地の所在、地番： 

豊中市島江町○丁目○番○号 

地目：宅地 

面積：  ○○  平方メートル 

２ 新築しようとする住宅等又は改築

若しくは用途の変更後の住宅等の

用途 

共同住宅 

 

 

３ 改築又は用途の変更をしようとす

る場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

戸 数：      10     戸 

工事の着手予定年月日：２０１９ 年 2  月 8 日 

工事の完了予定年月日：２０１９ 年 3  月 8 日 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する

こと。 

 

  

・届出者が個人の場合は、 

住所・氏名を記入してください。 

・届出者が法人の場合は、 

法人の所在地・名称・代表者氏名

を記入してください。 
いずれかを選択

してください。 

様式-２記入例 

行為に着手する３０日前の

日を記入してください。 
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（様式-３） 

行為の変更届出書 

 

 

   2019 年 5 月 1 日 

 

 

（宛先）豊中市長 

 

届出者  住 所 豊中市南桜塚○丁目○番○号    

               

氏 名 豊中 太郎             

 

都市再生特別措置法第88条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記によ

り届け出ます。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日       ２０１９ 年  １  月  １０  日 

 

２ 変更の内容 

・住宅等の用途、戸数の変更 

[変更前] 一戸建ての住宅 10戸  [変更後]共同住宅 ８戸 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日    ２０１９ 年  ６  月  １  日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日    ２０１９ 年 １２ 月 ３１ 日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

  

様式-３記入例 

・届出者が個人の場合は、住所・氏名

を記入してください。 

・届出者が法人の場合は、法人の所在

地・名称・代表者氏名を記入してく

ださい。 

届出事項のうち変更する

項目と、変更前・変更後

の内容が分かるように記

入してください。 
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（様式-４） 

 

 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け

出ます。 

 

 

2019 年 １ 月 ４ 日 

 

 

（宛先）豊中市長 

 

 

届出者  住 所 豊中市中桜塚○丁目○番○号     

              

氏 名 医療法人 ○○会         

理事長  豊中 花子 

 

開

発

行

為

の

概

要

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

（土地の所在、地番） 
豊中市夕日丘○丁目○番○号 

２ 開発区域の面積 ○○平方メートル 

３ 建築物の用途 
病院 

（医療法第 1 条の 5 第 1 項に定める病院） 

４ 工事の着手予定年月日 ２０１９ 年  ２  月  ８  日 

５ 工事の完了予定年月日 ２０１９ 年  5  月  ８  日 

６ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する

こと。 

 

  

・届出者が個人の場合は、 

住所・氏名を記入してください。 

・届出者が法人の場合は、 

法人の所在地・名称・代表者氏名を記

入してください。 

行為に着手する３０日前の

日を記入してください。 

開発区域の所在地（地番）

を記入してください。 

様式-４記入例 

5 ページを参照のうえ、誘導施設である

ことがわかるように記入してください。 
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（様式-５） 

 

 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、 

若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 

 

都市再生特別措置法第 108条第１項の規定に基づき、 

誘導施設を有する建築物の新築 

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

 について、下記により届け出ます。 

 

2019 年 １ 月 ４ 日 

 

（宛先）豊中市長 

 

届出者  住 所 豊中市中桜塚○丁目○番○号     

              

氏 名 ○○都市開発 株式会社      

代表取締役 豊中 花子 

 

１ 建築物を新築しようとする土地又

は改築若しくは用途の変更をしよ

うとする建築物の存する土地の所

在、地番、地目及び面積 

土地の所在、地番： 

豊中市二葉町○丁目○番 

地目： 宅地 

面積：  ○○  平方メートル 

２ 新築しようとする建築物又は改築

若しくは用途の変更後の建築物の

用途 

大型商業施設（床面積 1,100 平方メートル） 

３ 改築又は用途の変更をしようとす

る場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

工事の着手予定年月日：２０１９ 年 2  月 8 日 

工事の完了予定年月日：２０１９ 年 3  月 8 日 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する

こと。 

 

 

 

 

 

 

・届出者が個人の場合は、住所・氏名を記入し

てください。 

・届出者が法人の場合は、法人の所在地・名

称・代表者氏名を記入してください。 

様式-５記入例 

5 ページを参照のうえ、誘

導施設であることがわかる

ように記入してください。 

行為に着手する３０日前の

日を記入してください。 

いずれかを選択

してください。 
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（様式-６） 

 

行為の変更届出書 

 

   ２０１９ 年 ５ 月 １ 日 

 

 

 

（宛先）豊中市長 

 

届出者  住 所 豊中市中桜塚○丁目○番○号    

               

氏 名 ○○都市開発 株式会社       

代表取締役 豊中 花子 

 

都市再生特別措置法第108条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記によ

り届け出ます。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日    ２０１９ 年  1  月  １0 日 

 

２ 変更の内容 

・大型商業施設 床面積の変更 

[変更前]○○平方メートル 

[変更後]○○平方メートル 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日    ２０１９ 年  ６  月  １  日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日    ２０１９ 年 １２ 月 ３１ 日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。  

様式-６記入例 

届出事項のうち変更する項目と、変

更前・変更後の内容が分かるように

記入してください。 

・届出者が個人の場合は、住所・氏名を記入してくだ

さい。 

・届出者が法人の場合は、法人の所在地・名称・代表

者氏名を記入してください。 
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（様式-７） 

 

誘導施設の休廃止届出書 

 

2019 年 １ 月 ４ 日 

（宛先）豊中市長 

届出者  住 所 豊中市中桜塚○丁目○番○号     

氏 名 ○○都市開発 株式会社       

代表取締役 豊中 花子 

 

都市再生特別措置法第108 条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）につい

て、下記により届け出ます。 

記 

 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地 

名称 ：千里○○モール 

用途 ：大型商業施設（床面積 1,100 平方メートル） 

所在地：豊中市新千里東町○丁目○番○号 

 

２ 休止（廃止）しようとする年月日     ２０１９ 年  2  月  8  日 

 

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間 

２０１９ 年  ５ 月  ８ 日まで 

 

４ 休止（廃止）に伴う措置 

（１）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される当

該建築物の用途 

事務所 

 

（２）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物の

存置に関する事項 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必要な管理そ

の他の事項について、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定

時期その他の事項について記入すること。  

様式-７記入例 

いずれかを選択

してください。 

・届出者が個人の場合は、住所・氏名を
記入してください。 

・届出者が法人の場合は、法人の所在
地・名称・代表者氏名を記入してくだ
さい。 

休止・廃止に係る行為に着手する 

３０日前の日を記入してください。 

5 ページを参照のうえ、誘
導施設であることがわかる
ように記入してください。 
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3.4 届出に関する Q&A 

（１） 届出対象区域について 

Ｑ１ 各誘導区域の範囲はどこで確認できますか。 

Ａ１ 都市計画課窓口や豊中市ホームページ上の「地図情報とよなか」で確認できます。 

Ｑ２ 

各誘導区域から除く区域「土砂災害特別警戒区域」「土砂災害警戒区域」「生産緑地地区」「特別

緑地保全地区」「保安林」の詳しい範囲を確認したいのですが、どこに問合せをすればいいです

か。 

Ａ２ 

「土砂災害特別警戒区域」「土砂災害警戒区域」：危機管理課（06-6858-2683） 

 ※豊中市ホームページで確認できます。『トップページ』→『くらし・手続き』→『防災・消

防・救急』→『防災情報』→『地震・風水害』→『土砂災害』 

「生産緑地地区」「特別緑地保全地区」：都市計画課 

 ※豊中市ホームページ上の「地図情報とよなか」で確認できます。 

「保安林」：大阪府北部農と緑の総合事務所 みどり環境課（代表 072-627-1121） 

にお問い合わせください。 

Ｑ３ 届出対象となる行為の敷地が誘導区域の内外にまたがる場合、届出は必要となりますか。 

Ａ３ 届出対象となる行為の敷地の一部が誘導区域外にある場合は、届出が必要です。 

 

（２） 届出が必要な行為について（共通） 

Ｑ１ 届出対象となる「開発行為」とはどのような行為ですか。 

Ａ１ 

都市計画法第 4 条第 12 項に規定する「開発行為」をいい、規模については次のとおりです。 

・3 戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為の場合：規模にかかわらず全て対象 

・1 戸又は 2 戸の住宅の建築を目的とする開発行為の場合：規模が 1,000 ㎡以上のもの 

・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為の場合：規模にかかわらず全て対象 

Ｑ２ 開発行為の届出をすれば建築行為の届出は不要ですか。 

Ａ２ 開発行為、建築行為それぞれについて、行為着手の 30 日前までに届出が必要となります。 

Ｑ３ 仮設建築物は届出対象になりますか。 

Ａ３ 
仮設建築物は届出対象になりません。期間限定の催し物等において、一時的に誘導施設の用途

となる場合も対象となりません。また、仮設のための開発行為も同様です。 

   

（３） 届出対象となる行為について（住宅） 

Ｑ１ 届出対象となる「住宅」とはどういったものですか。 

Ａ１ 
「住宅」とは、戸建て住宅、長屋、共同住宅、併用住宅で、建築基準法における「住宅」に該当

すると判断されるものをいいます。 

Ｑ２ サービス付高齢者向け住宅や社宅についても「住宅」に該当しますか。 

Ａ２ 
実態に応じて、建築基準法上、共同住宅に該当すると判断されるものは「住宅」として取り扱

います。 
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Ｑ３ 
住宅の開発・建築等を計画していますが、届出の対象となるか、どのように判断すればよいで

しょうか。 

Ａ３ 

本手引き２ページに示す居住誘導区域（一般型居住誘導区域・住工共生型居住誘導区域）の範

囲外において、下図に示すような開発行為・建築等行為を行う場合、届出の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ4 ３戸の建売住宅を同時期に建築する予定ですが、届出の対象になりますか。 

Ａ4 
建築主及び着工日が同一で、隣接する土地に建築する場合には、建築等行為の届出対象となり

ます。届出対象となる開発行為は、14 ページ（2）Ｑ１をご参照ください。 

（４） 届出対象となる行為について（誘導施設） 

Ｑ１ 
誘導施設の開発・建築等行為を計画していますが、届出の対象となるか、どのように判断すれ

ばよいでしょうか。 

Ａ１ 

誘導施設が設定されている都市機能誘導区域以外の場所で開発・建築等を行う場合は届出が必

要となるため、各都市機能誘導区域に設定された誘導施設をご確認いただく必要があります。 

本手引きでは、届出の要否をご確認いただきやすいよう、届出が必要となる誘導施設と都市機

能誘導区域の関係を 5 ページに示していますのでご活用ください。 

 

（確認方法） 

本手引き 4 ページに示す都市機能誘導区域の図より、計画敷地がどの区域に位置するかを

ご確認いただいたうえで、本手引き 5 ページに示す誘導施設と都市機能誘導区域の関係の表

をご参照ください。行為対象施設の行と計画敷地が位置する区域の列が交わるところが●に

なっている場合は、開発・建築等行為の事前届出が必要です。 

Ｑ２ 施設の一部に誘導施設を含む複合施設は届出対象になりますか。 

Ａ２ 誘導施設を有する建築物は届出対象となります。 

Ｑ３ 誘導施設の設定のない施設については届出の必要はありませんか。 

Ａ３ 
必要ありません。（住宅については、居住誘導区域以外の場所で一定規模以上の開発・建築等行

為を行う場合に届出が必要です。） 

届出の対象となる行為のイメージ（住宅の開発・建築等行為） 

 

・３戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為

開発行為の例

届出必要

・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする
開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの

 

 

開発規模

1,000㎡

３戸

届出不要

開発規模

800㎡

届出必要

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

建築等行為の例

・建築物を改築し、又は建築物の用途を
変更して3戸以上の住宅とする場合

 

改築・用途変更

 

届出必要

届出必要

 

１戸

届出不要

３戸

事務所 ３戸の住宅
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（５） 届出図書について 

Ｑ１ 届出に必要な図書等は、具体的にはどういったものですか。 

Ａ１ 

以下の図書を提出してください。 

 住宅に関する届出 

対象 
行為 

届出図書等 備考 

開
発
行
為 

届出書 様式-１  

委任状（代理の方が届出書を提出する場合） 様式自由 

添
付
図
書 

① 当該行為を行う土地の区域並びに

当該区域内及び当該区域の周辺の

公共施設を表示する図面 

位置図 

② 設計図 
 現況図 

 土地利用計画図 等 

③ その他参考となる事項を 

記載した図書 

住宅の戸数が判断できる資料 等 

建
築
等
行
為 

届出書 様式-２  

委任状（代理の方が届出書を提出する場合） 様式自由 

添
付
図
書 

① 敷地内における住宅等の位置を表

示する図面 

配置図 

② 住宅等の 2面以上の立面図及び各

階平面図 

 

③ その他参考となる事項を記載した

図書 

 位置図 

 住宅の戸数が判断できる資料 等 

届
出
の
変
更 

届出書 様式-３  

委任状（代理の方が届出書を提出する場合） 様式自由 

添
付
図
書 

上記のそれぞれの場合と同様 
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Ａ１ 

 誘導施設に関する届出 

対象 
行為 

届出図書等 備考 

開
発
行
為 

届出書 様式-４  

委任状（代理の方が届出書を提出する

場合） 

様式自由 

添
付
図
書 

① 当該行為を行う土地の区域

並びに当該区域内及び当該

区域の周辺の公共施設を表

示する図面 

位置図 

② 設計図  現況図 

 土地利用計画図 等 

③ その他参考となる事項を記

載した図書 

誘導施設の用途・規模等が判断でき

る資料 等 

建
築
等
行
為 

届出書 様式-５  

委任状（代理の方が届出書を提出する

場合） 

様式自由 

添
付
図
書 

① 敷地内における建築物の位

置を表示する図面 

配置図 

② 建築物の 2 面以上の立面図

及び各階平面図 

 

③ その他参考となる事項を記

載した図書 

 位置図 

 誘導施設であること（用途・規模等）

が判断できる資料 等 

届
出
の
変
更 

届出書 様式-６  

委任状 

（代理の方が届出書を提出する場合） 

様式自由 

添
付
図
書 

上記のそれぞれの場合と同様 

 

休
止
・
廃
止 

届出書 様式-７  

委任状 

（代理の方が届出書を提出する場合） 

様式自由 

添
付
図
書 

不要 
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（６） その他 

Ｑ１ 届出を行う義務があるのは誰ですか。 

Ａ１ 届出対象となる行為を行おうとする方です。 

Ｑ２ 代理者が届出の手続きを行うことは可能ですか。 

Ａ２ 
行為を行おうとする方から委任を受けた代理の方が手続きを行うことは可能です。そ

の場合、委任状の添付が必要です。 

Ｑ３ 届出に関する罰則はありますか。 

Ａ３ 

届出をしないで又は虚偽の届出をして届出対象となる開発・建築行為等（変更を含む）

を行った場合、都市再生特別措置法第１３０条において、30 万円以下の罰金に処する

ものと規定されています。 
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